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新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を生徒に対して集団で実施 

することについての考え方及び留意点について 

 

 平素より本校の教育活動に対しましてご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、このたびの青森県教育委員会から通知があり、その内容は標題の件について文部科学省が現時点

での知見に基づいてとりまとめたものです。そして今後、新たな知見が得られた場合には、変更の場合も

あるとのことです。 

本校では、この通知にある下記事項に対応いたします。つきましては、その詳細については文部科学省

からの別添写しをご確認の上、保護者の皆様にはご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げま

す。 

なお、不明な点等がありましたら、HR担任までご連絡ください。 

  

記 

 

１ 学校集団接種に関する考え方 

 （１）生徒及び保護者への情報提供及び同意に関して留意すべき点 

 （２）接種が事実上の強制とならないために留意すべき点 

 （３）集団接種に対応できる体制の整備 

 （４）予防接種ストレス関連反応への対応 

 

２ 新型コロナワクチンの接種に伴う出欠等の取扱い 

 （１）児童生徒が医療機関等においてワクチン接種を受ける場合の出欠の取扱い 

 （２）副反応が出た場合の児童生徒の出欠の取扱い 

 

＊文部科学省からの別添写しは、本校HPに掲載し、Classiで配信しますので、そちらでご確認ください。 
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